
 

 

戸田市告示第２４５号 

 

戸田市プロポーザル方式業者選定告示 

 

庁舎地下休憩スペースリニューアル業務の契約について、下記のとおりプロポーザル方式業者

選定（以下「選定」という。）を行うので、戸田市プロポーザル方式業者選定実施要綱（平成２

２年８月２０日市長決裁）第８条の規定により告示する。なお、提案書の提出者を選定するため

の基準（以下「選定基準」という。）、提案書を評価するための基準（以下「評価基準」という。）

等の選定の詳細については、この告示と同時に公表するプロポーザル方式業者選定説明書（以下

「説明書」という。）によることとし、選定に参加するに当たっては、説明書を確認し、その内

容を熟知すること。 

 

令和６年５月２９日 

 

戸田市長  菅原 文仁 

 

記 

１ 選定に付する契約 

(1) 名   称  庁舎地下休憩スペースリニューアル業務 

(2) 場   所  戸田市役所地下１階（戸田市上戸田１丁目１８番１号）他 

(3) 履 行 期 間  契約締結日から令和６年１１月３０日まで 

(4) 支出限度額  金１９，２８６，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

(5) 内   容   説明書に記載のとおり 

 

２ 選定に参加できる者の形態 

単体企業 

 

３ 選定に参加する者の公募資格要件 

この選定に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

 (1) 次の要件をすべて満たすこと。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

② 戸田市契約規則（平成元年規則第１４号）第２条の規定により、戸田市の一般競争入札

に参加させないこととされた者でないこと。 

③ 令和６年度戸田市入札参加資格者名簿に家具・調度・装飾の業種で登載されている者で

あること。 

④  この選定の告示日から当該契約について最適な提案書の提出者（以下「特定者」という。）

が決定されるまでの期間に、戸田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２７年

３月１９日市長決裁）の規定に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

⑤ この選定の告示日から特定者が決定されるまでの期間に、戸田市の締結する契約からの

暴力団排除措置に関する要綱（平成８年９月１８日市長決裁）の規定に基づく入札参加除

外等の措置を受けていない者であること。 

⑥ この選定の告示日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手



 

 

続開始の申立がなされている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立がなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者

を除く。 

 

４ 公募型への参加を表明する書類、提案書及び選定において参考とする見積書の提出方法、提

出先及び提出期限 

(1)  公募型への参加を表明する書類の提出方法、提出先及び提出期限 

この選定に参加を表明する者（以下「参加表明者」という。）は、次に示す期間内に、参

加表明書を持参又は郵送により提出しなければならない。 

※ 参加表明書の記名・押印については、契約締結等の権限の委任を受けた支店・営業

所等の場合、全て当該支店等のもので差し支えない。以下、記名・押印を必要とする

書類の取扱いについては同じとする。 

※ 参加表明書は、戸田市ホームページの契約を所管する課のページ（ＵＲＬは、この

告示の末尾の「契約を所管する課の名称等」に記載する。）から取得すること。以下、

所定の様式の取扱いについては同じとする。 

① 受付期間 

  告示日から 

令和６年６月１４日（金）午後５時００分まで（必着） 

※  受付締切時間後に到着した参加表明書は受理しないので、郵便事情等を考慮し、余

裕をもって持参又は発送すること。 

※ 不備を指摘された場合の再提出についても、特別の事情がある場合を除き、上記の

提出受付期間と同じとする。 

② 提出先 

 〒335－8588 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号 

戸田市 総務部 管財入札課 管理担当 

③ 提出部数 

 １部 

(2) 参加資格の選定及び結果通知 

選定基準に基づき、参加表明者から提出された参加表明書を審査のうえ、当該参加表明者

のうちから提案書の提出を要請する者（以下「要請者」という。）として適するものを選定

する。また、選定結果については、参加表明者に対して選定結果通知書により次の期日まで

に通知する。 

令和６年６月２０日（木） 午後５時００分 

(3) 提案書及び選定において参考とする見積書の提出方法、提出先及び提出期限 

要請者は、次に示す期間内に、提案書及び選定において参考とする見積書（以下「参考見

積書」という。）（以下「提案書等」という。）を持参又は郵送により提出しなければなら

ない。なお、代理人をして提出させる場合も、委任状を提出する必要はない。 

①  受付期間 

    令和６年７月１日（月）午前８時３０分から 

令和６年７月１１日（木）午後５時００分まで（必着） 

※  受付締切時間後に到着した提案書等は受理しないので、郵便事情等を考慮し、余裕

をもって持参又は発送すること。 

※ 提案書等の提出について戸田市が行う指示に従わないときは、提出された提案書等



 

 

は無効とする。 

※ 不備を指摘された場合の再提出についても、特別の事情がある場合を除き、上記の

提出受付期間と同様とする。 

※ 提出された提案書等は返却しない。 

※ 郵送で提出する場合は、発送後に所管課へ到着確認を行うこと。 

② 提出先 

 〒335－8588 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号 

戸田市 総務部 管財入札課 管理担当 

②  提出部数 

 提案書：８部、参考見積書：１部 

 

５ ヒアリング 

実施する 令和６年７月１９日（金）（予定） 

※日時等は要請者に別途通知する。 

 

６ 説明書の配布場所 

説明書については、戸田市ホームページの契約を所管する課のページから取得すること。 

 

７ 提案書等の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する提案書等は、無効とする。 

(1) 選定に参加する資格のない者がした場合 

(2) 不備な提案書等を提出した場合 

(3) 談合その他不正行為があったと認められる場合 

(4) 虚偽の参加表明書を提出した場合 

(5) 支出限度額の制限を超える金額で参考見積書を提出した場合 

(6) 提案書等の提出において、次のいずれかに該当する場合 

  ① 契約、見積の権限を有する者の押印のないもの 

  ② 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの 

  ③ 押印された印影が明らかでないもの 

  ④ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

  ⑤ ２以上の参考見積書を提出した者がしたもの 

(7) その他この告示及び説明書に示す事項に反した場合 

 

８ 最適な提案書の決定 

評価基準に基づき、要請者から提出された提案書を審査のうえ、提案書のうちから契約に

ついて最適なものを決定する。また、当該提案書の提出者を特定者として決定する。なお、

決定結果については、要請者に対して特定者決定結果通知書により次の期日までに通知する。 

令和６年８月９日（金）午後５時 

 

９ 選定及び当該契約に関する質疑 

(1) 期 間  告示日から 

令和６年６月２１日（金）午後５時００分まで 

(2) 所管課  戸田市 総務部 管財入札課 管理担当 



 

 

(3) 方 法  任意の書式に内容を簡潔にまとめ電子メールで所管課まで送信 ※期間内必着 

(4) 回 答  令和６年６月２８日（金）午後５時までに戸田市ホームページの契約を所管す

る課のページに掲載 

 

１０ 選定に関する注意事項 

(1) 要請者である旨の通知を受けた者であっても、提案書等提出の時点において参加資格がな

い者は、選定に参加できない。 

(2)  参加表明書を提出した者であっても、辞退届を提出することで、選定を辞退することがで

きる。なお、辞退届の書式は任意のものとする。 

(3) 参加表明者は選定後、この告示、説明書等についての不明を理由として、異議を申し立て

ることはできない。 

 

１１ 契約を所管する課の名称等 

戸田市 総務部 管財入札課 管理担当 

電話 ０４８－４４１－１８００（内線４２０） 

URL(課のページ)  https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/173/ 

   E-mail：kanzai@city.toda.saitama.jp 

 


